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大間原子力発電所における安全強化対策について（概要）
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Ⅰ　津波の評価及び非常用電源の計画
（１）津波の評価
　　　歴史資料に残された津波､想定される津波から津波高さを＋４．４ｍと評価しており､これに対して
　　原子炉等の冷却に必要となる設備は､敷地高さ＋１２ｍの主建屋（原子炉建屋、タービン建屋等）内
　　に設置します。

（２）非常用電源
　　　敷地高さ＋１２ｍの原子炉建屋内に非常用ディーゼル発電機を３台設置します。また、非常用設備に
　　電力を供給することができる５００ｋＶ送電線２回線と６６ｋＶ送電線１回線があります。

Ⅱ　安全強化対策
　　　上記の計画に加え、以下の対策を建設中に実施します。
（１）津波対策
　　　津波の衝撃を緩和するとともに、発電所の主建屋への浸水を防止し、建屋内の機器を海水から
    守るため、以下の対策を実施します。
　　　・ 主建屋周りへの防潮壁の設置
　　　・ 主建屋の外扉等の防水構造化
　　　・ 安全上重要な機器を設置する部屋の水密性向上
　　　・ 油タンクの防油堤等の嵩上げ

（２） 電源確保の対策
　　　　緊急時に発電所外部からの電源がなくなり、更に非常用ディーゼル発電機が使用できなくなった
　　　場合に備え、以下の対策を実施します。
　　　・ 津波の影響を受けない高台への非常用発電機、燃料タンクの設置
　　　・ 非常用発電機からの電源ケーブルの本設化
　　　・ 電源車等の配備
　　　・ 蓄電池の大容量化
　　　・ 電源盤の上層階への追加設置

（３）最終的な除熱機能確保の対策
　　　緊急時に原子炉や使用済燃料貯蔵プールを冷却するための機能を確保するため、以下の対策を
     実施します。
　　　・ 代替の水源の確保（水タンクの補強、貯水槽の新設など）
　　　・ 代替注水設備の強化
　　　・ 可搬式動力ポンプ、消防自動車の配備
　　　・ 代替海水ポンプの配備
　　　・ 海水ポンプ電動機等の予備品の配備
　
（４）シビアアクシデント対応の対策
　　　万一シビアアクシデントが発生した場合でも迅速に対応するため、以下の措置を実施します。
　　　・ 格納容器フィルタベントの設置
　　　・ 格納容器の冷却の強化
　　　・ 原子炉建屋水素ベント装置、建屋内水素検知器の設置
　　　・ 中央制御室の作業環境の確保
　　　・ 免震重要建屋の設置
　　　・ 資機材倉庫の設置
　　　・ 通信手段の強化
　　　・ 高線量対応防護服等の資機材の配備、放射線管理の体制整備
　　　・ がれき撤去用の重機の配備

　また、青森県内事業者間の連携強化等により防災への取り組みを進めるとともに、今後とも、より優れた
安全技術を積極的に導入し、必要な対策については適切に反映することで、安全な発電所づくりにつなげ
ていきます。
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